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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月14日(2010.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送波からトランスポートストリームを選局するチューナ部と、
　前記チューナ部で選局されたトランスポートストリームから映像・音声情報を抽出する
デマルチプレクス部と、
　前記映像・音声情報を復号する映像・音声デコード部と、
　前記チューナ部、前記デマルチプレクス部および前記映像・音声デコード部から得られ
る情報に基づき、選局中のトランスポートストリームの受信状態が受信不可か否かを検出
する受信不可検出部と、
　各系列局とそれら各系列局が放送するトランスポートストリームとの対応関係を格納し
た周波数リストデータベース部と、
　前記受信不可検出部が受信不可を検出した場合に、前記周波数リストデータベース部に
格納された前記対応関係を参照して、各系列局が放送するトランスポートストリームのう
ち、その受信不可になったトランスポートストリームと同じ系列局のトランスポートスト
リームを優先的に前記チューナ部に選局させる選局処理部と、
を備えることを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項２】
　前記周波数リストデータベース部は、前記対応関係をダウンロードして取得することで
、前記対応関係の内容を更新することを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信装置
。
【請求項３】
　前記対応関係は、各送信所とその送信所から送信されるトランスポートストリームのト
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ランスポートストリーム識別および物理チャンネルとの対応関係を含み、
　前記選局処理部は、
　前記受信不可検出部が受信不可を検出した場合に、前記周波数リストデータベース部の
前記対応関係を参照し、その受信不可になったトランスポートストリームのトランスポー
トストリーム識別および物理チャンネルに基づき、その受信不可になったトランスポート
ストリームを送信していた送信所を特定する受信中送信所特定部と、
　近隣送信所情報を格納した所定の近隣送信所データベース部を参照して、前記受信中送
信所特定部により特定された送信所の近隣に在る近隣送信所を特定し、それらの中から、
前記受信不可になったトランスポートストリームと同じ系列局のトランスポートストリー
ムを送信する近隣送信所を抽出する近隣送信所抽出部と、
　前記近隣送信所抽出部により抽出された近隣送信所から送信される前記トランスポート
ストリームを前記チューナ部に選局させる選局制御部と、
を備える特徴とする請求項１に記載のデジタル放送受信装置。
【請求項４】
　前記近隣送信所情報は、送信所所在地郵便番号から各送信所間の距離をデータベース化
したものであり、
　前記近隣送信所抽出部は、前記近隣送信所情報を参照し、前記受信中送信所特定部によ
り特定された送信所の送信所所在地郵便番号に基づき、その送信所の近隣に在る近隣送信
所を特定することを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のデジタル放送受信装置。
【請求項５】
　前記近隣送信所が抽出した各近隣送信所には選局優先順位が対応付けられており、
　前記選局制御部は、前記近隣送信所抽出部が近隣送信所を複数抽出した場合は、それら
の中で前記選局優先順位の最も高いものが送信する当該トランスポートストリームから順
に前記チューナ部に選局させ、前記選局優先順位は受信できたトランスポートストリーム
を送信する近隣送信所の選局優先順位を、それらの中で最も高くなる様に変更するように
したことを特徴とする請求項３に記載のデジタル放送受信装置。


	header
	written-amendment

